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＜第21回スイッチング支援に関する実務者会議資料より抜粋＞

 ネガワット取引への対応

 需要抑制契約者（ネガワット事業者）のシステム利用を可能とする。

 利用可能な機能は一部の機能に限定する。 ※P２参照

 平成29年3月下旬に、需要抑制契約者の利用を可能とする予定。

 システム利用規約、個人情報共同利用ポリシ－の改版を行い、小売電気事業者
同様、規約の遵守、ポリシーの掲載を必須とする。

第21回 スイッチング支援に関する実務者会議で説明した通り、ネガワット取引に関する
スイッチング支援システムの対応として以下を予定しており、改めて需要抑制契約者向けに
周知及び依頼を行います。

ネガワット向けシステム切替について 資料４－１
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 本対応後のシステム提供機能は以下の通りとします。

カテ
ゴリ

機能名

※赤文字：一般送配電側システム連携

需要抑制契約者
（ネガワット事業者）

高圧 低圧

共通
情報
検索

特定地点番号検索 － ●

設備情報照会 － ●

使用量情報照会PW申請 ● ●

使用量情報照会 ● ●

託送
契約
業務

業務処理状況確認 ● ●

管理
業務ほか

ユ－ザ登録/変更/削除/一覧 ●

インフォメ－ション一覧 ●

ネガワット向けシステム切替について



3ネガワット向けシステム切替について

エリア 2017年2月 2017年3月 2017年4月

広域機関

北海道

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

沖縄

（3/1）▲

■ネガワット向けシステム切替スケジュール

（3/1）▲

（2/中旬）▲

（2/25）▲

（3/3）▲

（3/21）▲

（3/1）▲

（2/24）▲

（3/31）▲

（3/21）▲

（3/21）▲

全
エ
リ
ア
広
域
機
関
経
由
で
の
ア
ク
セ
ス
と
な
る
た
め
、

３
／
１
又
は
各
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。



4需要抑制契約者（ネガワット事業者）向け周知・依頼事項

P３の切替スケジュールより、需要抑制契約者には以下の対応をお願いいたします。

■広域機関切替（3/1）※又は各エリア切替以降でシステムから情報照会可能となります
ので、事前に広域機関向けのスイッチング支援システム利用申請を完了した上でシステム
から照会を行ってください。 ※切替作業は2/28業務時間後を予定

■広域機関切替（3/1）以降での切替を行う、北海道、東京、中部、中国、四国の５エリア
における情報照会について

⇒3/1～各社利用可能となるまでの間で照会が必要となる場合、個別相談とさせて
ください。

■スイッチング支援システム利用申請については、下記ヘルプデスクに申込書の
フォーマットを申告いただき、必要事項記載の上でヘルプデスクまでお送りください。

＜スイッチング支援システム ヘルプデスク＞
switching_inquire@occto.or.jp

申込内容に不備がなく当機関で受理した後【概ね５営業日】で登録完了となります。

（週次での一括登録を行っており、受理日によっては５営業日以上必要になる場合がありますので、
余裕を以てお申し込みください）

mailto:switching_inquire@occto.or.jp


5需要抑制契約者（ネガワット事業者）向け周知・依頼事項

★スイッチング支援システム利用申込に係る留意事項

①利用申込までに、各社ホームページの個人情報保護に関するページ等に、当機関の開示する
「共同利用プライバシーポリシー（平成29年４月１日以降）」の内容を掲載いただけ
ますようお願いいたします。

http://www.occto.or.jp/jigyosha/shisutemurenkei/2016_0331_systemrenkei_kikaku.html

ページ中ほど「スイッチング支援システムとのシステム連携に関する規格等」に掲載予定

②利用申込までに、上記URLのページに掲載するスイッチング支援システム利用規約の内容を
ご確認の上、合意頂いた上で本番利用申込書をお送りください。
※当機関側では、利用申込書のご送付＝合意を得たものと認識をいたします。

http://www.occto.or.jp/jigyosha/shisutemurenkei/2016_0331_systemrenkei_kikaku.html

